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法学研究70巻7号（’97：7）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
三
三
四
〕

平
成
七
8
（
最
高
民
集
四
九
登
○
号
三
∩
左
一
頁
）

建
物
収
去
土
地
明
渡
を
命
じ
る
判
決
の
確
定
後
に
、
請
求
異
議
の
訴

え
に
よ
る
建
物
買
取
請
求
権
の
行
使
を
認
め
た
事
例

　
請
求
異
議
事
件
（
平
七
年
・
二
一
・
一
五
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
本
件
は
請
求
異
議
事
件
で
あ
り
、
そ
の
前
に
甲
事
件
及
び
乙
事
件
の

　
二
件
が
先
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
被
告
の
Y
は
、
本
件
土
地

　
の
所
有
者
て
あ
り
、
本
件
土
地
を
訴
外
A
に
賃
貸
し
、
A
は
本
件
上
地

　
を
自
己
の
関
係
す
る
同
族
会
社
（
不
動
産
会
社
）
X
に
転
貸
し
、
ま
た

　
X
は
、
本
件
転
借
地
L
に
八
棟
の
建
物
を
建
築
し
た
上
こ
れ
を
賃
貸
し

　
て
い
た
。

　
　
Y
は
、
昭
和
五
五
年
三
昼
一
二
日
を
も
っ
て
契
約
期
間
満
了
に
よ
り

　
契
約
が
終
了
し
た
と
し
て
、
訴
外
A
及
び
X
に
対
し
、
賃
貸
借
契
約
に

　
基
づ
い
て
本
件
土
地
上
の
家
屋
を
収
去
し
、
土
地
を
明
け
渡
す
べ
き
こ

　
と
、
ま
た
昭
和
五
五
年
四
月
一
日
か
ら
右
明
渡
済
み
に
至
る
ま
で
の
賃

　
料
相
当
損
害
金
の
支
払
を
求
め
て
大
阪
地
裁
に
訴
え
を
起
こ
し
た
。
X

　
側
は
、
借
家
人
に
対
し
て
建
物
退
去
土
地
明
渡
の
訴
え
を
起
こ
す
こ
と

　
を
求
め
た
が
、
Y
は
応
じ
な
か
っ
た
。
Y
は
X
ら
の
み
を
相
手
と
し
て

　
一
審
で
は
敗
訴
し
た
が
、
控
訴
審
（
大
阪
高
裁
）
に
お
い
て
勝
訴
し
、

判
決
が
確
定
し
て
い
る
。
（
そ
の
内
容
は
、
訴
外
A
及
び
X
に
対
し
、

本
件
土
地
上
の
家
屋
を
収
去
し
て
Y
に
土
地
を
明
け
渡
す
べ
き
こ
と
、

ま
た
A
及
び
X
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
損
害
金
と
し
て
一
ヶ
月
金
二
七
万
六

千
円
を
Y
に
支
払
え
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
）
こ
れ
が
本
件
最
判
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
甲
事
件
で
あ
る
。
な
お
、
X
ら
は
、
一
審
で
は
勝
訴

し
、
控
訴
審
係
属
中
に
、
八
棟
の
う
ち
一
棟
を
取
り
壊
し
、
他
の
二
棟

と
接
合
す
る
形
で
改
築
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
甲
事
件
の
高
裁
判
決
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
ユ

定
後
、
A
が
死
亡
し
、
A
に
つ
い
て
、
そ
の
配
偶
者
X
、
子
X
、
X
及

　
ビ
ロ

び
X
が
法
定
相
続
を
し
て
い
る
。

　
次
に
、
Y
は
、
甲
事
件
に
お
け
る
賃
料
相
当
損
害
金
の
差
額
の
支
払

を
求
め
る
訴
え
を
大
阪
地
裁
に
起
こ
し
、
同
地
裁
は
、
こ
れ
を
認
め
る

旨
の
判
決
を
下
し
、
当
該
判
決
は
確
定
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
が
本
件

最
判
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
乙
事
件
で
あ
る
。

　
X
会
社
は
、
甲
乙
両
事
件
の
終
了
後
に
書
面
に
よ
り
、
旧
借
地
一
〇

条
（
現
借
地
借
家
一
四
条
）
に
よ
り
本
件
建
物
の
買
取
請
求
権
を
行
使

し
、
本
件
の
請
求
異
議
訴
訟
を
提
起
し
た
。
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半吐例研究

　
本
件
の
『
審
で
は
、
①
当
該
の
建
物
買
取
請
求
権
が
、
甲
事
件
の
係

属
中
に
行
使
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
後
の
行
使
は
妨
げ
ら
れ
る
べ

き
か
、
②
改
築
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
も
建
物
買
取
請
求
権
が
生
じ
る

か
、
③
改
築
さ
れ
た
部
分
に
接
合
さ
れ
た
既
存
の
建
物
二
棟
に
つ
い
て
、

買
取
請
求
権
が
生
じ
る
か
、
ま
た
③
一
筆
の
土
地
ト
の
一
棟
に
つ
い
て

建
物
買
取
請
求
権
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
他
の
全
部
の
建
物
に
つ

い
て
も
買
取
請
求
権
は
成
立
し
な
い
か
、
が
争
点
と
な
っ
た
。
一
審
は
、

甲
乙
両
事
件
後
の
建
物
買
取
請
求
権
を
肯
定
し
、
ま
た
改
築
部
分
を
除

い
て
そ
の
他
の
建
物
に
つ
い
て
は
建
物
買
取
請
求
権
を
認
め
た
。

　
一
審
の
原
告
及
び
被
告
の
双
方
か
ら
控
訴
が
提
起
さ
れ
た
が
、
控
訴

審
も
一
審
判
決
の
文
言
を
一
部
訂
正
し
た
上
で
、
一
審
判
決
を
支
持
し

た
。
Y
か
ら
上
告
。
上
告
理
由
は
、
右
の
①
に
関
連
し
、
そ
も
そ
も
、

（
イ
）
買
取
請
求
権
は
、
一
般
の
抗
弁
と
変
わ
ら
ず
、
当
該
債
務
名
義
に

拘
わ
る
訴
訟
に
お
い
て
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
失
権
す
る
、
建
物
買
取
請

求
権
の
行
使
に
よ
っ
て
、
建
物
の
収
去
義
務
が
な
く
な
る
と
い
う
根
拠

は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
（
ロ
）
買
取
請
求
権
を
行
使
せ
ず
長
期
間

賃
料
相
当
額
を
支
払
っ
た
こ
と
は
、
建
物
買
取
請
求
権
を
放
棄
し
た
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
二
点
に
あ
る
。

　
最
高
裁
は
、
原
審
の
判
断
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
、
上
告
を
棄
却
し
た

が
、
第
一
点
（
イ
）
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

「
借
地
上
に
建
物
を
所
有
す
る
土
地
の
賃
借
人
が
、
賃
貸
人
か
ら
提
起

さ
れ
た
建
物
収
去
土
地
明
渡
訴
訟
の
事
実
審
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に

借
地
法
四
条
二
項
所
定
の
建
物
買
取
請
求
権
を
行
使
し
な
い
ま
ま
、
賃

貸
人
の
右
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
さ
れ
、
同
判
決
が
確
定
し
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
賃
借
人
は
、
そ
の
後
に
建
物
買
取
請
求
権
を
行
使
し
た

上
、
賃
貸
人
に
対
し
て
右
確
定
判
決
に
よ
る
強
制
執
行
の
不
許
を
求
め

る
請
求
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
、
建
物
買
取
請
求
権
の
効
果
を
異
議
の

事
由
と
し
て
毛
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
け
だ
し
、
（
1
）
建
物
買
取
請
求
権
は
、
前
訴
確
定
判
決
に
よ
っ

て
確
定
さ
れ
た
賃
貸
人
の
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
の
発
生
原
因
に

内
在
す
る
鍛
疵
に
基
づ
く
権
利
と
は
異
な
り
、
こ
れ
と
は
別
個
の
制
度

口
的
及
び
原
因
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、
賃
借
人
が
こ

れ
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
建
物
の
所
有
権
が
法
律
上
当
然
に
賃
貸

人
に
移
転
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
賃
借
人
の
建
物
収
去
義
務
が
消
滅
す

る
に
至
る
の
で
あ
る
。
（
2
）
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
が
前
訴
の
事
実

審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
建
物
買
取
請
求
権
を
行
使
し
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
実
体
法
h
、
そ
の
事
実
は
同
権
利
の
消
滅
事
由
に
あ
た
る

も
の
で
は
な
く
（
最
高
裁
昭
和
κ
二
年
（
オ
）
第
二
六
八
・
、
ワ
同
五
二
年

六
月
二
〇
口
第
二
小
法
廷
判
決
。
裁
判
集
民
事
一
一
二
号
六
三
頁
）
、

訴
訟
法
上
も
、
前
訴
確
定
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
同
権
利
の
主
張
が

遮
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
（
3
）
そ
う
す
る
と
、

賃
借
人
が
前
訴
の
事
実
審
口
頭
弁
論
終
結
時
以
後
に
建
物
買
取
請
求
権

を
行
使
し
た
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
訴
確
定
判
決
に
よ
り
確
定

さ
れ
た
賃
借
人
の
建
物
収
去
義
務
が
消
滅
し
、
前
訴
確
定
判
決
は
そ
の

限
度
で
執
行
力
を
失
う
か
ら
、
建
物
買
取
請
求
権
行
使
の
効
果
は
、
民

事
執
行
法
三
五
条
二
項
所
定
の
口
頭
弁
論
の
終
結
後
に
生
じ
た
異
議
の
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事
由
に
該
当
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同

　
旨
の
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
り
、
原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
い
。

　
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

一
　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
判
旨
は
第
一
点
（
イ
）
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
、
以
下
に

お
い
て
は
、
こ
の
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
本
件
は
、
旧
借

地
法
一
〇
（
現
借
地
・
借
家
法
一
四
）
条
の
建
物
買
取
請
求
権
に
関

す
る
事
案
で
あ
る
が
、
問
題
と
し
て
は
旧
借
地
法
四
条
二
項
（
現
借

地
・
借
家
法
一
三
条
一
項
）
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
。

　
債
務
名
義
が
確
定
判
決
で
あ
る
場
合
、
請
求
異
議
事
由
と
な
る
の

は
、
前
訴
の
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
生
じ
た
も
の
に
限
ら
れ

る
（
民
執
三
五
条
二
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
に
既
判
力
の
基

準
時
前
に
存
在
し
た
事
実
は
、
既
判
力
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
、
こ
れ

を
請
求
異
議
事
由
と
は
な
し
え
な
い
。
し
か
し
、
基
準
時
以
後
の
形

成
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
に
基
準
時
前
の
手
続
に
お
い
て

提
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
こ
れ
を
既
判
力

に
よ
っ
て
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
論
争

が
あ
る
。
通
説
及
び
判
例
は
、
取
消
権
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
物
た
る

請
求
権
自
体
に
付
着
す
る
蝦
疵
の
主
張
で
あ
る
と
し
て
、
無
効
事
由

が
遮
断
さ
れ
る
こ
と
と
の
権
衡
上
そ
の
遮
断
を
認
め
る
が
、
相
殺
に

つ
い
て
は
、
訴
訟
物
た
る
請
求
権
自
体
に
付
着
す
る
暇
疵
で
は
な
く
、

ま
た
自
己
の
権
利
の
処
分
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
そ
の
遮
断
を
否
定
す

（
1
）る

。
本
件
に
お
け
る
建
物
買
取
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
分
か

　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
て
お
り
、
下
級
審
の
裁
判
例
は
、
遮
断
否
定
説
を
採
用
し
て
い
た

と
言
え
る
が
、
最
高
裁
の
判
断
が
待
た
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

最
高
裁
は
、
本
件
判
旨
が
引
用
す
る
事
例
に
お
い
て
、
買
取
請
求
権

が
前
訴
に
お
い
て
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
失
権
せ
ず
、
代
金

支
払
請
求
は
可
能
で
あ
る
旨
を
認
め
て
い
た
が
、
本
判
決
は
、
さ
ら

に
執
行
の
関
係
に
お
い
て
も
前
訴
に
お
い
て
提
出
し
な
か
っ
た
買
取

請
求
権
を
請
求
異
議
事
由
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
先

例
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
。

二
　
既
判
力
の
基
準
時
後
に
お
け
る
形
成
権
の
行
使
が
既
判
力
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
（
6
）

っ
て
遮
断
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
肯
定
説
と
否
定
説

の
間
で
、
①
当
該
形
成
権
の
行
使
時
期
、
②
予
備
的
主
張
の
当
否
、

③
形
成
権
の
独
自
性
の
問
題
に
即
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。

　
①
否
定
説
に
よ
る
と
、
形
成
権
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
の
成
立
要

件
の
充
足
時
期
で
は
な
く
、
そ
の
行
使
時
期
に
初
め
て
効
果
を
生
じ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
は
従
来
の
学
説
に
お
い
て
も
絶

対
的
で
は
な
く
、
取
消
権
の
よ
う
に
相
手
方
の
請
求
に
内
在
す
る
暇

疵
に
基
づ
く
も
の
は
、
相
手
方
の
請
求
に
関
わ
る
訴
訟
に
お
い
て
同

時
に
こ
れ
を
提
出
す
べ
く
既
判
力
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
と
解
す
る

の
が
多
数
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
既
判
力
と
の
関
係
で
は
形
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成
原
因
の
存
在
を
そ
の
効
果
発
生
に
等
し
い
も
の
と
評
価
す
べ
き
場

合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
、
形
成
権
の
行
使
時
期
は
、

そ
の
遮
断
の
問
題
に
つ
い
て
は
決
め
手
と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
②
否
定
説
に
よ
る
と
、
買
取
請
求
権
は
、
契
約
更
新
が
拒
絶
さ
れ

た
場
合
に
初
め
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
相
手
方
の
請
求
に
関

わ
る
訴
訟
の
係
属
中
に
そ
の
行
使
を
求
め
る
こ
と
は
、
た
と
え
予
備

的
主
張
の
仕
方
が
あ
る
と
し
て
も
、
妥
当
で
は
な
く
、
特
に
本
人
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

訟
の
場
合
に
、
当
事
者
に
と
っ
て
酷
な
結
果
と
な
る
と
主
張
さ
れ
て

い
る
。
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
重
要
な
意
味
が
認
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
裁
判
官
の
心
証
に
関
わ
る
だ
け

に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
予
備
的
主
張
を
一
つ
の
主
張
の
型
と
し
て

割
り
き
る
道
筋
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
定
的
な
論
点
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
③
買
取
請
求
権
は
、
相
手
方
の
請
求
権
自
体
に
付
着
す
る
暇
疵
で

あ
る
か
、
ま
た
は
独
自
の
権
利
で
あ
る
か
。
取
消
権
は
、
相
手
方
の

請
求
権
自
体
の
成
立
を
阻
止
す
る
点
に
お
い
て
、
相
手
方
の
請
求
権

自
体
に
付
着
す
る
綴
疵
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
他
方
、
買
取
請
求
権

は
、
借
地
人
の
投
下
資
本
を
回
収
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
権
利

で
あ
る
が
、
立
法
当
初
は
、
地
主
の
契
約
更
新
を
間
接
的
に
強
制
す

る
機
能
及
び
耐
用
年
数
の
残
っ
て
い
る
建
物
の
取
り
壊
し
か
ら
生
じ

る
国
民
経
済
的
損
失
を
防
ぐ
機
能
を
も
有
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
契
約
更
新
拒
絶
に
つ
き
正
当
事
由
が
導
入
さ
れ
、
ま

た
今
目
の
よ
う
な
大
量
消
費
に
よ
っ
て
経
済
の
繁
栄
が
維
持
さ
れ
る

時
代
に
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
は
一
応
説
得
力
を
有
す
る
と
し
て
も
実

質
的
に
は
あ
ま
り
有
力
な
も
の
で
は
な
い
と
一
一
一
、
・
わ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
買
取
請
求
権
は
、
訴
訟
に
お
い
て
は
投
下
資
本
を
回
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
べ
き
権
利
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
買
取
請
求
権

は
、
相
手
方
の
請
求
権
自
体
に
付
着
す
る
暇
疵
で
は
な
く
、
独
自
の

権
利
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
近
時
の
い
わ
ゆ
る
提
出
責
任
説
は
、
一
定
の
基
準
の
下
で
形
成
権

の
訴
訟
に
お
け
る
提
出
責
任
を
措
定
し
、
一
方
に
お
い
て
形
成
権
で

あ
っ
て
も
相
殺
権
の
よ
う
に
相
手
方
の
請
求
に
対
す
る
防
御
機
能
に

尽
き
な
い
相
殺
権
は
遮
断
さ
れ
な
い
が
、
他
方
に
お
い
て
、
物
買
取

請
求
権
は
、
実
質
に
お
い
て
相
手
方
の
建
物
収
去
請
求
を
縮
減
さ
せ

る
抗
弁
的
な
性
格
を
有
す
る
か
ら
、
建
物
収
去
請
求
を
受
け
、
し
か

も
買
取
請
求
す
れ
ば
で
き
る
の
に
、
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

確
定
判
決
の
効
力
に
遮
断
さ
れ
て
消
滅
す
る
旨
を
説
く
。
し
か
し
、

私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
抗
弁
的
な
性
格
は
、
投
下
資
本
回
収
権
と
し

て
の
買
取
請
求
権
の
一
つ
の
反
射
効
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。三

　
他
方
に
お
い
て
、
通
説
及
び
判
例
の
立
場
と
異
な
り
、
一
律
に

既
判
力
に
よ
る
形
成
権
の
遮
断
を
否
定
す
る
見
解
及
び
こ
れ
を
肯
定
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（
1
1
）

す
る
見
解
が
あ
る
。
否
定
説
は
、
実
体
法
と
訴
訟
法
の
役
割
分
担
の

観
点
か
ら
、
一
方
で
は
一
律
に
こ
れ
ら
形
成
権
の
既
判
力
に
よ
る
遮

断
を
否
定
す
る
が
、
他
方
で
は
信
義
則
に
よ
る
失
権
の
可
能
性
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

め
る
。
他
方
、
一
律
遮
断
肯
定
説
は
、
形
成
権
が
実
体
法
L
い
か
な

る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
訴
訟
に
お
い
て
行
使
さ
れ

る
場
合
に
は
、
既
判
力
に
よ
る
訴
訟
ヒ
の
制
約
を
受
け
る
と
す
る
立

場
で
あ
る
。
前
者
は
原
則
を
た
て
つ
つ
、
例
外
を
も
視
野
に
入
れ
た

学
説
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
む
し
ろ
前
者
の
例
外
に
関
す
る
個
別
審

査
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
狙
い
が
あ
る
。
両
者
は
、
既
判
力

の
作
用
の
程
度
に
お
い
て
両
極
に
位
置
す
る
。
ま
た
前
者
は
、
一
方

に
お
い
て
原
則
を
た
て
、
他
方
に
お
い
て
具
体
的
妥
当
性
を
顧
慮
す

る
こ
と
が
で
き
る
点
で
弾
力
的
で
あ
り
、
か
つ
魅
力
的
で
あ
る
が
、

例
外
事
由
の
審
査
に
お
い
て
決
議
論
に
入
り
込
む
と
い
う
印
象
を
否

め
な
い
。
ま
た
後
者
は
、
一
切
の
形
成
権
を
遮
断
す
る
点
で
、
形
成

権
の
意
義
、
す
な
わ
ち
、
結
果
の
妥
当
性
を
問
わ
れ
る
場
面
に
直
面

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
点
、
通
説
及
び
判
例
の
立
場
は
，
形
成

権
の
種
類
ご
と
に
定
型
的
に
そ
の
遮
断
の
可
否
を
判
断
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
現
実
的
な
処
理
方
法
と
し
て
も
妥
当
性
を
持
つ
と
考
え

ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

四
　
本
件
判
旨
が
引
用
す
る
昭
和
五
二
年
の
最
判
は
、
建
物
買
取
請

求
権
が
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
に
お
い
て
提
出
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
に
、
建
物
代
金
支
払
請
求
の
別
訴
に
お
い
て
こ
れ
を
主
張

す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
の
別
訴
は
、
請

求
異
議
訴
訟
と
異
な
り
、
建
物
収
去
執
行
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
所
有
者
が
、
建
物
の
収
去
執
行
を
終
了

す
れ
ば
、
代
金
支
払
請
求
権
は
そ
の
理
由
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
し

か
し
、
本
件
判
旨
に
よ
れ
ば
、
建
物
所
有
者
は
、
請
求
異
議
訴
訟
に

お
い
て
買
取
請
求
権
の
行
使
及
び
代
金
支
払
と
建
物
の
明
渡
と
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

時
履
行
を
主
張
し
て
執
行
の
不
許
を
求
め
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
買
取
請
求
権
の
投
下
資
本
回
収
と
い
う
目
的
は
、
確

実
に
達
成
さ
れ
る
結
果
と
な
ろ
う
。

五
　
以
L
、
投
下
資
本
回
収
権
と
し
て
の
建
物
買
取
請
求
権
の
独
自

性
を
認
め
、
判
旨
に
賛
成
す
る
。
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
、
春
日
・
ジ

ュ
リ
ス
ト
平
成
七
年
度
重
要
判
例
解
説
一
一
五
頁
以
下
及
び
井
上
・

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
七
号
一
一
六
頁
以
下
の
解
説
が
あ
る
。

（
1
）
　
兼
子
・
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
増
訂
版
三
四
〇
頁
、
小
山
・
民

事
訴
訟
法
四
訂
版
三
九
〇
頁
、
新
堂
・
民
事
訴
訟
法
第
二
版
補
正
版

　四

一
一
頁
、
三
ヶ
月
・
民
事
執
行
法
一
〇
〇
頁
ほ
か
。
大
判
大
一
四
・

三
・
二
〇
民
集
四
巻
四
号
一
四
一
頁
は
、
取
消
権
の
後
訴
に
お
け
る

主
張
を
認
め
た
が
、
最
判
昭
五
五
・
一
〇
・
二
三
民
集
三
四
巻
五
号

　
七
四
七
頁
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
認
め
な
い
。
相
殺
に
つ
い
て
は
、

大
連
判
明
四
三
二
・
二
六
民
録
一
六
輯
七
六
四
頁
、
最
判
執
昭
四
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　○・

四
・
二
民
集
一
九
巻
三
・
、
り
五
三
九
頁
か
あ
る
。
な
お
上
田
・
民

事
訴
訟
法
四
↓
八
頁
以
下
は
、
い
わ
ゆ
る
提
出
責
任
説
の
立
場
か
ら
、

　
a
当
該
事
実
を
前
訴
判
決
の
基
準
時
前
に
提
出
で
き
た
場
合
に
、
b

　
か
つ
そ
の
者
の
実
体
法
上
の
地
位
と
の
関
係
て
提
出
責
任
が
認
め
ら

　
れ
る
場
合
に
遮
断
を
肯
定
す
る
か
、
信
義
則
に
よ
っ
て
前
訴
手
続
経

過
と
の
関
係
で
個
別
に
提
出
責
任
を
決
す
べ
き
場
合
を
認
め
る
。

（
2
）
　
注
5
及
び
6
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
　
札
幌
高
判
昭
四
〇
・
九
・
二
七
高
民
集
一
八
巻
六
号
四
四
一
頁
、

　
東
京
高
判
昭
四
五
・
】
・
二
八
判
タ
ニ
四
七
号
二
七
四
頁
、
浦
和
地

　
判
昭
三
三
・
八
・
一
四
下
級
民
集
九
巻
八
号
一
六
二
一
頁
。

（
4
）
　
最
高
裁
昭
和
五
二
・
六
・
二
〇
第
二
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民

　
事
二
二
号
六
三
頁

（
5
）
　
我
妻
・
債
権
各
論
中
四
九
一
頁
、
星
野
・
借
地
・
借
家
法
三
六

　
二
頁
、
吉
井
注
解
民
事
執
行
法
1
巻
四
三
五
頁
、
中
田
・
民
事
訴
訟

　
判
例
研
究
三
六
七
頁
、
村
松
・
民
訴
雑
考
八
五
頁
、
兼
子
・
松
浦
・
新

　
堂
・
竹
下
編
条
解
民
訴
六
三
七
頁
、
畑
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
〇
号
二

　
四
二
頁
、
小
林
・
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
と
建
物
買
取
請
求

　
権
の
行
使
・
金
融
法
務
事
情
一
二
八
七
号
■
ハ
頁
。
高
橋
・
民
事
訴

　
訟
法
講
義
ノ
ー
ト
ニ
ニ
四
頁
。

（
6
）
　
鈴
木
・
借
地
法
下
巻
四
四
七
頁
、
川
満
・
建
物
収
去
・
土
地
明
渡

　
請
求
訴
訟
と
建
物
買
取
請
求
権
の
行
使
・
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
4

　
八
七
、
九
三
頁
。

（
7
）
　
三
ヶ
月
・
民
事
執
行
法
一
、

二
頁
、
池
田
・
基
準
事
後
の
形
成

　
権
行
便
遮
断
の
根
拠
と
限
界
・
阪
大
法
学
三
九
巻
七
九
三
頁
八
O
C

　
頁
ほ
か
。

（
8
）
　
田
尾
・
実
務
民
事
ノ
；
ト
三
巻
八
九
頁
は
、
こ
れ
は
予
備
的
請

　
求
は
一
つ
の
型
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
9
）
　
星
野
・
前
掲
書
（
注
5
）
二
〇
七
頁
以
ド
。

（
1
0
）
　
河
野
・
当
事
者
行
為
の
法
的
構
造
一
四
四
頁
以
下
。

（
H
）
中
野
・
民
事
執
行
法
第
二
版
『
二
六
頁
以
下
、
強
制
執
行
破
産

　
の
研
究
四
四
頁
以
下
、
民
商
法
八
四
巻
六
号
九
〇
九
頁
以
ド
。
な
お

池
田
・
前
掲
（
注
7
）
七
九
三
頁
は
、
中
野
説
を
い
わ
ゆ
る
提
出
責

任
説
の
培
養
器
に
な
っ
た
と
し
て
評
価
す
る
が
、
池
田
説
自
体
は
、

遮
断
否
定
説
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
坂
原
・
民
事
訴
訟
に
お
け
る
既
判
力
の
研
究
三
五
頁
。

（
1
3
）
　
前
出
注
（
4
）
。
な
お
第
｝
の
訴
訟
に
お
い
て
買
取
請
求
権
を

行
使
せ
ず
、
第
二
の
訴
訟
と
し
て
の
請
求
異
議
の
訴
え
が
否
定
さ
れ

　
た
後
、
第
三
の
訴
訟
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
代
金
支
払
請
求
の
別
訴

　
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
五
三
・
七
・
二
六
高
民
三
一

巻
三
号
四
八
四
頁
n
山
本
・
ジ
ュ
リ
判
例
百
選
H
三
一
二
頁
以
下
か

　
あ
る
。

（
14
）
　
当
該
の
請
求
異
議
訴
訟
の
判
決
は
、
「
建
物
代
金
の
支
払
と
引

　
換
て
な
け
れ
は
建
物
明
渡
の
執
行
は
許
さ
な
い
」
と
い
う
内
容
と
な

　
る
。
中
野
・
民
事
手
続
の
現
在
問
題
三
へ
，
二
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
田
陸
雄
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